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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成３０年８月５日 １４時３０分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北第５区 

 泉北大津東防波堤灯台から真方位１５１°１,５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３０.７′ 東経１３５°２３.７′） 

事故の概要  水上オートバイKANNA
カ ン ナ

Ⅲは、増速した際、同乗者２人が落水し、１

人が負傷した。 

事故調査の経過  平成３０年１２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ KANNAⅢ、０.１トン 

 ２５０－５３５５０大阪、個人所有 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８０kＷ、平成２０年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１６年３月２５日 

  免許証交付日 平成２６年３月６日 

         （平成３１年３月２４日まで有効） 

同乗者Ａ 女性 ２８歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、座席に船首方から、船長、同乗者

のうち１人（以下「同乗者Ｂ」という。）、同乗者Ａの順に座り、阪神

港堺泉北第５区にあるマリーナの係留場所（以下「本件係留場所」と

いう。）を発進し、本件係留場所北西方沖１.７海里付近まで遊走し

た。（写真１参照） 
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写真１ 本船 

 

同乗者Ｂは、遊走時、船長の救命胴衣の脇腹付近にあったストラッ

プをつかみ、また、同乗者Ａも、同乗者Ｂの前に座っていた船長の救

命胴衣の脇腹付近にあったストラップをつかんでいた。 

本船は、遊走を終えて本件係留場所に向けて帰航を開始し、マリー

ナの入口へ向けて南東進した後、減速しながらマリーナの入口で右転

して本件係留場所へ向けて西進した。 

 同乗者Ａは、本船が前進惰力でマリーナの桟橋に近づいたので遊走

が終わったと思い、船長の救命胴衣の脇腹付近にあったストラップか

ら両手を離した。 

 船長は、本件係留場所付近の手前で左転することとしたが、３人が

乗っていたので本船が不安定な状態になっており、このままの速力で

左転すると船体が右舷側に傾斜して同乗者２人が落水すると思い、船

体を安定させる目的で直進しながら増速したのち左転することとし

た。 

 船長は、高速にするつもりがなかったので、増速する旨の声をかけ

なくても同乗者２人が落水することはないと思い、声をかけず、ま

た、同乗者２人が落水防止の体勢をとったことを確認せずに約２０

km/h の速力（対地速力、以下同じ。）まで増速したところ、平成３０

年８月５日１４時３０分ごろ、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが船尾方に落水

した。 

 同乗者Ａは痛みを訴えて海面に浮かんでいたので、付近にいた友人

によって本船の船尾デッキに引き上げられ、また、同乗者Ｂは自力で

本船に上がった。 

同乗者Ａは、下半身から出血していたので救急車により病院に搬送

され、直腸穿孔
せんこう

及び外傷性肛門括約筋損傷と診断された。 

同乗者Ｂに負傷はなかった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、約３０年前から水上オートバイを操縦しており、同乗者を

乗せた経験も豊富であった。本船は自身が購入した６隻目の水上オー

船首方から、船長、同乗者Ｂ、同乗者Ａの順 
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トバイであり、約１０年前に新艇で購入し、約５０回操縦していた。 

同乗者Ａは、本事故当日１２時ごろからアルコール度数約５％の３

５０ml の缶ビールを１本半飲んでいた。 

同乗者Ｂは、本事故当日１１時ごろからアルコール度数約５％の３

５０ml の缶ビール２本及びアルコール度数約７％の３５０ml の缶入

りハイボール２本を飲んでいた。 

同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、救命胴衣及び上下セパレートタイプの水

着を着用していたが、ウェットスーツボトム等の噴流から体を保護で

きる衣服（以下「ウェットスーツボトム等」という。）は着用してい

なかった。 

本事故後、同乗者Ａの下半身の水着に破損箇所はなかった。 

船長、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、固型式救命胴衣を着用していた。 

本船の取扱説明書には、警告事項（取扱いを誤った場合、死亡また

は重大な傷害に至る可能性が想定される場合を示すもの）として以下

の記載があったが、船長は過去に５隻の水上オートバイを購入してい

たので改めては読んでおらず、また、取扱説明書を紛失していた。 

警告 

落水時の衝撃による水圧やジェットノズルの近くで強い水圧を受け

た場合、体腔内に水が入り負傷するおそれがあります。通常の水着

では身体を十分に保護できません。身体を保護できるウェットスー

ツパンツ等を必ず着用してください。 

取扱説明書には、同様の内容が記載された警告ラベルの貼付位置と

して本船の後部座席下方が図示されているが、本船には同警告ラベル

が貼付されておらず、船長は剥がれた時期を覚えていなかった。（写

真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ジェットノズル及び警告ラベルの貼付位置 

船長は、落水した同乗者が水上オートバイの噴流により内臓を負傷

した事例があることを報道で知っていたが、ウェットスーツボトム等

警告ラベルの貼付位置 

ジェットノズル 
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の着用が推奨されていることは知らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、本件係留場所付近において、前進惰力で航行中、船長が、

約２０km/h の速力まで増速したことから、水着及び救命胴衣を着用し

た同乗者Ａ及び同乗者Ｂが船尾方に落水し、同乗者Ａが船尾部のジェ

ットノズルから放出されていた噴流を下半身開口部に受けて負傷した

ものと考えられる。 

 船長は、高速にするつもりがなかったので、増速する旨の声をかけ

なくても同乗者２人が落水することはないと思い、増速したものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件係留場所付近において、前進惰力で航行

中、船長が、約２０km/hの速力まで増速したため、水着及び救命胴衣

を着用した同乗者Ａ及び同乗者Ｂが船尾方に落水し、同乗者Ａが船尾

部のジェットノズルから放出されていた噴流を下半身開口部に受けた

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイから落水すると、噴流により下半身開口部及び内

臓に重傷を負う可能性があるので、船長は、発進や増速の前に同

乗者に声をかけるとともに、同乗者が落水防止の体勢をとったこ

とを確認すること。 

・船長は、同乗者に対しウェットスーツボトム等の着用を推奨する

こと。 

・船長は、必ず取扱説明書を読むこと。特に警告事項は死傷事故に

至る可能性があるので十分に理解すること。また、取扱説明書を

紛失することのないよう適切に保管すること。 

・船舶所有者は、船体の警告ラベルが剥がれた場合、新たな警告ラ

ベルを入手して貼付すること。 

・水上オートバイに同乗する場合は飲酒しないことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府 

兵庫県 

事故発生場所 

（平成３０年８月５日 

 １４時３０分ごろ発生） 

本件係留場所 

泉北大津東防波堤灯台 

大阪府泉大津市 

阪神港堺泉北第５区 

推定航行経路 

予定針路 

推定航行経路 


